
資料１６７－３ 
 

 

  

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令

案（鉄塔等提供事業に対する認定制度の創設に伴

う規定の整備） 

（諮問第３２１０号） 

 

＜目次＞ 

 

 

１ 答申書（案） ………………………………１ 

  （別添） 

  ・意見募集の結果 …………………………２ 

 

２ 改正案 ………………………………………５ 

 

３ 概 要 ………………………………………54 



（公印・契印省略） 

情 郵 審 第 ※ ※ 号 

令 和 ８ 年 ４ 月 ９ 日 
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                              会 長  相 田 仁 

 

 

 

答 申 書（案） 

 

 

令和８年２月20日付け諮問第3210号をもって諮問された事案について、審議の結

果、下記のとおり答申する。 

 

記 

 

 

１ 本件、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案については、諮問の

とおり改正することが適当と認められる。 

 

２ また、本件について総務省が実施した意見募集に関し、提出された意見に対す

る別添の総務省の考え方について、適当と認められる。 

 

以上 
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案  

（鉄塔等提供事業に対する認定制度の創設に伴う規定の整備）等に対する意見及び意見に対する考え方 

■ 意  見  募  集  期  間： 令和８年２月21日（土）から同年３月23日（月）まで

■ 案 件 番 号： 145210660

＜１．諮問事項に係る意見＞    

■ 意 見 提 出 数： 意見提出無し

受付 意見提出者 

１ 個人A 

２ 個人B 

３ 株式会社JTOWER 

別添 

＜２．諮問事項ではないものに係る意見＞ 

■ 意 見 提 出 数： ３件（法人・団体：１件、個人：２件）

※意見提出数は、意見提出者数としています。

■ 意 見 提 出 者： 次のとおり
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意 見 考え方（案） 
案の 

修正 

● 意見１ （鉄塔等の範囲についての意見）

改正後電気通信事業法施行規則第54条の2は、第2号でH柱及び人形柱を除くとしながら第3号でこれをま

た掲げており、冗長である。 

したがって、同条第2号括弧書及び第3号を削るべきである。 

【個人A】 

（意見１に対する考え方） 

御指摘の規定については、別途意見募集に付している「電気通

信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」（以下

「整備政令案」という。）のうち電気通信事業法施行令（昭和６０年政

令第７５号）第８条第２項及び別表第２において、H柱及び人形柱と

それら以外の木柱では、土地の所有者に与える影響が異なること

に着目して、裁定時の対価の額の基準として異なる額の基準を適

用することとしており、整備政令案と同時に意見募集に付している

「電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を

改正する省令案」のうち電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政

省令第２５号）第５４条の２第３項及び第４項において、御指摘の第

２号と第３号とを区別して引用する必要があることから、別に規定す

ることとしているものです。 

無 

● 意見２ （鉄塔等提供事業の認定制度についての意見）

原案には反対であり、広告塔の類については対象から除外するか、軽はずみに公益事業者特権を使用で

きないようにすべきである。 

というのも、シェアリング事業者の鉄塔等を利用するか否かは通信キャリアの判断にゆだねられるから、通

信キャリアが一切利用しない、いわゆる「ぼうず」状態の鉄塔等が存在することもありえるのである。しかも、

デジタルサイネージが搭載可能な「木柱、コンクリート柱、鉄柱、支線又は支柱」の類は、ほとんどの場合ピコ

セルやドナーアンテナ程度であれば搭載可能な強度を有しているし、電力もサイネージ用に取り付けた受電

設備から供給可能である。

上記を総合すれば、名目上キャリアのピコセルやドナーアンテナを取り付けるスペースを申し訳程度に開

けておけば、事実上、街中にポールを自ら設置するすべての広告業者が「我こそは公益事業者なるぞ」「キャ

リアがウチの広告ポールを借りたいといえばいつでも貸すぞ、借りてないのはキャリアの都合だ」などと称し

て、公益事業特権を振りかざすことができる道を開くこととなるのである。今までは「あなたのお宅の庭先にエ

ロ画像が流れるデジタルサイネージを置かせてください」と言われても「何言ってんだこいつ」と追い返せばよ

かったが、これからは公益事業特権を振りかざされて、協議に駆り出されるのである。市民は、「何言ってんだ

こいつ」で終了したいのである。共働き世帯が増えている昨今、何が悲しくて自宅の庭先からエロ画像を流し

たいというアホのために協議に駆り出されなければならないのか。認定電気通信事業者の認定が取り消され

るとか、エロ画像を流した瞬間デジタルサイネージを撤去しなければならないとか、そういう「置いた後」の事

後罰を設ける方向性ではダメである。なんとしても「事前に」「土地所有者・権原者が何もせずとも」認可を下ろ

さない仕組みが重要である。

そこで、鉄塔等提供事業者が総務大臣への裁定申請を行った際は、総務大臣はその地の景観条例、青少

（意見２に対する考え方） 

鉄塔等提供事業に対する認定制度は、鉄塔等を利用する電気

通信事業が確実かつ安定的に提供されることが担保される鉄塔等

提供事業について公益事業特権を付与することを目的として導入

するものです。 

そのため、鉄塔等提供事業の認定を受けようとする者は、申請

の際に、鉄塔等提供役務の提供の相手方の名称等を記載するとと

もに、相手方との契約書の写しを添付しなければならないとしてお

り（電気通信事業法第１４３条の２第３項第５号及び同条第４項第２

号）、電気通信事業者が一切利用することが想定されない鉄塔等

を設置するだけでは、総務大臣の認定を受けることができないこと

となっております。 

また、鉄塔等提供事業の認定を受けようとする者が申請の際に

提出する鉄塔等提供業務規程には、本省令案のうち電気通信事

業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号）第５４条の３第５項第

２号ロのとおり、関係法令等の遵守に関することを記載させることと

しております。 

総務省としては、これらの規定を適切に運用することにより、鉄

塔等提供業務の適正かつ確実な実施の確保に努めていく考えで

す。 

無 
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年健全育成条例等他の法令に反しないことを確認してからでなければ、土地所有者・権限者を協議に呼んで

はいけないようにするよう仕組みを整えるべきであるし、鉄塔等提供事業者が総務大臣への裁定申請を行う

際に、その地の景観条例、青少年健全育成条例等他の法令に反している申請図書を提出した場合は、その

申請行為に対しなんらかの罰則をもって臨むような制度…言い換えれば、広告業者がガチの法務チェックを

行った後でなければ申請することをためらうような方向性の制度とするにすべきである。 

【個人B】 

● 意見３（全般）

まず、総務省殿には、インフラシェアリング事業の環境整備として、「鉄塔等提供事業の認定等」について制

度整備を頂く等、日々、通信市場の細部にまで目を向けて頂き有難く思います。この場をお借りして御礼申し

上げます。 

 「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案（鉄塔等提供事業に対する認定制度の創設に伴う

規定の整備）」（以下、「本省令案」とする。）に賛同いたします。 

本省令案によって、インフラシェアリング事業への公益事業特権の付与に係る制度運用が開始され、通信

インフラの効率的、かつ持続的な整備、ならびに維持の実現に資することを期待します。

【株式会社JTOWER】 

（意見３に対する考え方） 

本省令案に対する賛同のご意見として承ります。 
無 

（以上）  
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1頁 

○
総
務
省
令
第

号

電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第

四
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電

気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
及
び
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
と
お
り
定
め

る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

林

芳
正

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
及
び
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん

だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改

め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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2頁 

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
・
第
二
章

［
略
］ 

第
一
章
・
第
二
章

［
同
上
］

第
三
章

土
地
の
使
用
等

第
三
章

［
同
上
］ 

第
一
節

電
気
通
信
事
業
の
認
定
（
第
四
十
条
の
九―

第
四
十
条
の
十
九
）

第
一
節

事
業
の
認
定
（
第
四
十
条
の
九―

第
四
十
条
の
十
九
） 

第
二
節

認
定
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
土
地
の
使
用
（
第
四
十
一
条―

第
五
十
四
条
）

第
二
節

土
地
の
使
用
（
第
四
十
一
条―

第
五
十
四
条
）

第
三
節

鉄
塔
等
提
供
事
業
の
認
定
等
（
第
五
十
四
条
の
二―

第
五
十
四
条
の
二
十
五
）

第
四
章

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
（
第
五
十
四
条
の
二
十
六
） 

第
四
章

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
（
第
五
十
四
条
の
二
）

第
五
章

雑
則
（
第
五
十
五
条―

第
七
十
二
条
）

第
五
章

［
同
上
］ 

附
則

附
則

第
三
章

土
地
の
使
用
等

第
三
章

［
同
上
］ 

第
一
節

電
気
通
信
事
業
の
認
定

第
一
節

事
業
の
認
定

第
二
節

認
定
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
土
地
の
使
用

第
二
節

土
地
の
使
用

第
三
節

鉄
塔
等
提
供
事
業
の
認
定
等

［
新
設
］

（
工
作
物
の
範
囲
） 

第
五
十
四
条
の
二

法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
工
作
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一

鉄
塔

二

木
柱
（
Ｈ
柱
又
は
人
形
柱
を
除
く
。
）
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
柱
又
は
鉄
柱 

三

Ｈ
柱
又
は
人
形
柱

四

支
線
又
は
支
柱 

五

線
路
保
護
用
柱
、
支
線
柱
、
標
柱
又
は
標
石

六

ハ
ン
ド
ホ
ー
ル
又
は
マ
ン
ホ
ー
ル

七

管
路
、
と
う
道
そ
の
他
の
工
作
物

（
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
認
定
の
申
請
）

第
五
十
四
条
の
三

法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
三
十
八
の
二
十
一
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

２

法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
三
項
第
六
号
（
法
第
百
四
十
三
条
の
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

二

外
国
法
人
等
に
あ
つ
て
は
、
国
内
代
表
者
等
の
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 

３

法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
四
項
第
一
号
（
法
第
百
四
十
三
条
の
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
事
業
計
画
書
は
、
様
式
第
三
十
八
の
二
十
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

４

法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
四
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
百
四
十
三
条
の
三
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
様
式
第
三
十
八
の
二

十
三
よ
る
書
面

二

申
請
に
係
る
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
開
始
予
定
の
日
以
降
五
年
内
の
日
を
含
む
毎
事
業
年
度
に
お
け
る
様
式
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3頁 

第
三
十
八
の
二
十
四
の
事
業
収
支
見
積
書 

三 

申
請
に
係
る
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
開
始
予
定
年
月
日
の
根
拠
を
示
す
書
類 

 
四 
申
請
者
の
行
う
鉄
塔
等
提
供
事
業
以
外
の
事
業
の
概
要 

 

五 

申
請
者
が
既
存
の
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

 

イ 

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
書
類 

 

ロ 

役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書 

 

ハ 

最
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書 

 

六 

申
請
者
が
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 
 

イ 

定
款
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類 

 

ロ 

発
起
人
、
社
員
又
は
設
立
者
の
名
簿
、
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類 

 

ハ 

株
式
の
引
受
け
又
は
出
資
の
状
況
及
び
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類 

 

七 

申
請
者
が
前
号
に
規
定
す
る
者
以
外
の
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

 

イ 

定
款
、
規
約
等
当
該
団
体
の
目
的
、
組
織
、
運
営
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
類 

 

ロ 

役
員
の
名
簿
、
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類 

 

ハ 

団
体
の
財
産
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類 

 

八 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

 

イ 

住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類 

 

ロ 

履
歴
書 

 

ハ 

資
産
目
録 

 

九 

申
請
者
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
鉄
塔
等
提
供
事
業
を
営
む
こ
と
に
つ
い
て
の
議
会
の
会
議
録

の
写
し 

 

十 

申
請
者
が
外
国
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書

類 

 

イ 

申
請
者
の
国
内
代
表
者
等
が
法
人
の
場
合 

当
該
国
内
代
表
者
等
の
登
記
事
項
証
明
書 

 

ロ 

申
請
者
の
国
内
代
表
者
等
が
個
人
の
場
合 

当
該
国
内
代
表
者
等
の
住
民
票
の
写
し 

 

十
一 

申
請
者
が
外
国
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
申
請
者
の
国
内
代
表
者
等
に
、
法
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣

が
行
う
処
分
の
通
知
及
び
第
六
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
行
う
通
知
を
受
領
す
る
権
限
を
付

与
し
た
こ
と
を
証
す
る
様
式
第
二
の
二
に
よ
る
書
類 

 

十
二 

鉄
塔
等
の
設
置
に
つ
い
て
行
政
庁
の
許
可
そ
の
他
の
処
分
を
要
す
る
と
き
は
、
そ
の
許
可
証
等
の
写
し

（
許
可
等
の
申
請
を
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
申
請
書
の
写
し
）
又
は
そ
の
手
続
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類 

 

十
三 

そ
の
他
そ
の
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
認
定
の
申
請
に
関
し
特
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

 

５ 

法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
五
項
第
一
号
（
法
第
百
四
十
三
条
の
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

鉄
塔
等
提
供
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
鉄
塔
等
提
供
業
務
の
実
施
体
制
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
事
項 

 

 

イ 

経
営
の
責
任
者
の
職
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

 

ロ 

各
部
門
の
責
任
者
の
職
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

7



 

4頁 

 

ハ 

各
従
事
者
の
職
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

 
ニ 

組
織
内
の
連
携
体
制
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。 

 

 
ホ 
組
織
外
の
関
係
者
と
の
連
携
及
び
責
任
分
担
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

鉄
塔
等
提
供
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
鉄
塔
等
提
供
業
務
の
実
施
方
法
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
事
項 

 

イ 

組
織
の
全
体
的
か
つ
部
門
横
断
的
な
鉄
塔
等
の
管
理
そ
の
他
の
業
務
の
方
針
に
関
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

関
係
法
令
、
鉄
塔
等
提
供
業
務
規
程
そ
の
他
の
規
定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と
。 

 

ハ 

鉄
塔
等
提
供
役
務
の
需
要
等
を
考
慮
し
た
鉄
塔
等
の
業
務
の
方
針
に
関
す
る
こ
と
。 
 

ニ 

災
害
を
考
慮
し
た
鉄
塔
等
提
供
業
務
の
方
針
に
関
す
る
こ
と
。 

 

ホ 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
の
た
め
の
方
針
に
関
す
る
こ
と
。 

 

へ 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 

ト 

鉄
塔
等
提
供
役
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
取
組
に
関
す
る
こ
と
。 

 

チ 

鉄
塔
等
の
設
計
、
工
事
、
維
持
及
び
運
用
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
等
の
実
施
に
関
す

る
こ
と
。 

 

リ 

鉄
塔
等
の
設
計
、
工
事
、
維
持
及
び
運
用
に
関
す
る
こ
と
。 

 

ヌ 

防
犯
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 

ル 

屋
外
に
設
置
す
る
鉄
塔
等
が
、
気
象
の
変
化
、
振
動
、
衝
撃
、
圧
力
そ
の
他
鉄
塔
等
の
設
置
場
所
に
お

け
る
外
部
環
境
の
影
響
を
容
易
に
受
け
な
い
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。 

 

ヲ 

通
常
受
け
て
い
る
電
力
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
鉄
塔
等
提
供
業
務
が
停
止
す
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
の
自
家
用
発
電
機
又
は
蓄
電
池
の
設
置
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
に
関
す
る
こ
と

。 

 

ワ 

鉄
塔
等
に
対
す
る
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
及
び
消
火
設
備
の
設
置
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
に

関
す
る
こ
と
。 

 

カ 

鉄
塔
等
の
設
計
、
工
事
、
維
持
及
び
運
用
に
従
事
す
る
者
に
よ
る
誤
り
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関

す
る
こ
と
。 

 

ヨ 

事
故
、
地
震
等
の
災
害
、
停
電
、
火
災
そ
の
他
非
常
の
場
合
の
報
告
、
記
録
、
措
置
及
び
周
知
に
関
す

る
こ
と
。 

 

タ 

鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
の
相
手
方
の
利
益
の
保
護
の
観
点
か
ら
行
う
当
該
相
手
方
に
対
す
る
情
報
提

供
に
関
す
る
こ
と
。 

 

レ 

事
故
の
再
発
防
止
の
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 

ソ 

イ
か
ら
レ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
取
組
の
実
施
状
況
等
現
状
の
調
査
、
分
析
及
び
改
善
に
関
す

る
こ
と
。 

 

三 

鉄
塔
等
提
供
業
務
に
係
る
鉄
塔
等
の
管
理
の
全
部
又
は
一
部
を
他
人
に
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項 

 

イ 

委
託
先
の
鉄
塔
等
の
安
定
的
な
使
用
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

委
託
先
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
等
を
行
う
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。 

 

ハ 

法
に
定
め
る
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
の
義
務
の
履
行
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。 
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5頁 

ニ 

鉄
塔
等
提
供
役
務
の
確
実
か
つ
安
定
的
な
提
供
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
鉄
塔
等
の

運
用
の
委
託
に
係
る
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る

こ
と
。 

 
四 

鉄
塔
等
提
供
業
務
規
程
の
見
直
し
に
関
す
る
事
項 

 

イ 

鉄
塔
等
提
供
業
務
規
程
（
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
五
項
第
一
号
に
係
る
事
項
に
限
る
。
ロ
及
び
ハ
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
自
ら
行
う
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

鉄
塔
等
提
供
業
務
規
程
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
実
施
に
必
要
な
経
営
資
源
の
状
況
に
つ
い
て
自
ら
行
う

点
検
、
評
価
及
び
見
直
し
に
関
す
る
こ
と
。 

 

ハ 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
点
検
の
結
果
そ
の
他
の
事
由
に
基
づ
く
当
該
鉄
塔
等
提
供
業
務
規
程
の
見
直
し
に

関
す
る
こ
と
。 

 

五 

そ
の
他
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
確
実
か
つ
安
定
的
な
提
供
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
事
項 

 

６ 

法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
五
項
第
二
号
（
法
第
百
四
十
三
条
の
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

鉄
塔
等
提
供
役
務
に
関
す
る
料
金
の
公
正
な
算
定
方
法
及
び
そ
の
方
針
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

鉄
塔
等
提
供
事
業
者
及
び
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
の
相
手
方
の
責
任
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

鉄
塔
等
の
設
置
の
工
事
そ
の
他
の
工
事
に
関
す
る
費
用
の
負
担
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

鉄
塔
等
に
設
置
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
の
様
態
に
関
し
制
限
を
設
け
る
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
制

限
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

鉄
塔
等
提
供
事
業
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
際
の
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
の
契
約
の
相
手
方
へ
の
周

知
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
の
相
手
方
の
権
利
又
は
義
務
に
重
要
な
関
係

を
有
す
る
当
該
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
条
件
に
関
す
る
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
提
供
条
件
に
関
す
る

こ
と
。 

 

七 

鉄
塔
等
提
供
業
務
規
程
（
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
五
項
第
二
号
に
係
る
事
項
に
限
る
。
次
号
及
び
第
九

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
自
ら
行
う
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る
こ
と
。 

 

八 

鉄
塔
等
提
供
業
務
規
程
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
実
施
に
必
要
な
経
営
資
源
の
状
況
に
つ
い
て
自
ら
行
う
点

検
、
評
価
及
び
見
直
し
に
関
す
る
こ
と
。 

 

九 

前
二
号
に
掲
げ
る
点
検
の
結
果
そ
の
他
の
事
由
に
基
づ
く
当
該
鉄
塔
等
提
供
業
務
規
程
の
見
直
し
に
関
す

る
こ
と
。 

 

（
認
定
証
の
交
付
等
） 

 

第
五
十
四
条
の
四 

総
務
大
臣
は
、
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
認
定
を

し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
に
係
る
認
定
証
（
第
五
十
四
条
の
十
四
第
三
項
に
お
い
て
「
鉄
塔
等
提
供
事
業
認
定

証
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
、
認
定
番
号
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
法
第
百
四
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
変
更
の
認
定
を
し
た
と
き
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
と
き
及
び
第
百
四
十
三
条
の

七
第
二
項
か
ら
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
番
号
を
変
更
し
た
と
き
も
同

様
と
す
る
。 

 

（
事
業
開
始
の
指
定
期
間
の
延
長
） 
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6頁 

第
五
十
四
条
の
五 

法
第
百
四
十
三
条
の
五
第
三
項
（
法
第
百
四
十
三
条
の
六
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
の
申
請
は
、
様
式
第
三
十
八
の
二
十
五
の
申
請
書
に
よ
り
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
事
業
開
始
の
届
出
） 

 

第
五
十
四
条
の
六 

法
第
百
四
十
三
条
の
五
第
四
項
（
法
第
百
四
十
三
条
の
六
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
八
の
二
十
六
の
届
出
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
軽
微
な
変
更
） 
 

第
五
十
四
条
の
七 

法
第
百
四
十
三
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

 

一 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
次
の
も
の 

 

イ 

既
に
認
定
を
受
け
た
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
が
存
す
る
都
道
府
県
内
に
お
け
る
鉄
塔
等
提
供
事

業
の
業
務
区
域
の
増
加 

 

ロ 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
の
減
少 

 

二 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
塔
等
の
種
類
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
既
に
認
定
を
受
け
た
鉄
塔

等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
内
に
お
け
る
鉄
塔
等
の
種
類
の
増
加
（
認
定
を
受
け
て
い
な
い
鉄
塔
等
の
種
類
の

増
加
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）
及
び
減
少 

 

三 

認
定
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
の
相
手
方
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
次
の
も
の 

 

イ 

既
に
認
定
を
受
け
た
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
内
に
お
け
る
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
の
相
手
方

の
増
加
（
既
に
鉄
塔
等
提
供
役
務
を
提
供
し
て
い
る
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
の
相
手
方
の
増
加
を
伴
う

も
の
を
除
く
。
）
及
び
減
少 

 

ロ 

認
定
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
代
表
者
の
変
更 

 

四 

特
定
地
域
に
お
い
て
臨
時
的
に
変
更
す
る
も
の 

 

（
変
更
の
認
定
） 

 

第
五
十
四
条
の
八 

法
第
百
四
十
三
条
の
六
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
三
十
八
の
二
十
七
に
よ
る
も
の
と
す

る
。 

 

２ 

法
第
百
四
十
三
条
の
六
第
三
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

増
加
す
る
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
に
対
し
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
を
開
始
す
る
日
以
降
五

年
内
の
日
を
含
む
毎
事
業
年
度
に
お
け
る
様
式
第
三
十
八
の
二
十
四
の
事
業
収
支
見
積
書 

 

二 

申
請
者
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
は
、
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
の
増
加
に
つ
い
て
の
議

会
の
会
議
録
の
写
し 

 

３ 

法
第
百
四
十
三
条
の
六
第
四
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
三
十
八
の
二
十
七
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
軽
微
な
変
更
の
届
出
） 

 

第
五
十
四
条
の
九 

法
第
百
四
十
三
条
の
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
三
十
八
の
二
十
八
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
の
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
） 
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第
五
十
四
条
の
十 

法
第
百
四
十
三
条
の
六
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
三
項
第
一
号
又
は

第
二
号
の
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
八
の
二
十
九
の
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
一 

法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲

げ
る
書
類 

 

イ 

当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書

類 

 

ロ 

当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
イ
の
法
人
以
外
の
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
変
更
が
行
わ
れ
た
こ

と
を
証
す
る
書
類 

 

ハ 

当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類 

 

二 

法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲

げ
る
書
類 

 

イ 

国
内
代
表
者
等
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

 

⑴ 

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類 

 

（イ） 

変
更
後
の
国
内
代
表
者
等
が
法
人
の
場
合 

当
該
国
内
代
表
者
等
の
登
記
事
項
証
明
書 

 

（ロ） 

変
更
後
の
国
内
代
表
者
等
が
個
人
の
場
合 
当
該
国
内
代
表
者
等
の
住
民
票
の
写
し 

 

⑵ 

変
更
後
の
国
内
代
表
者
等
に
、
法
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
行
う
処
分
の
通
知
及
び
第
六
十
一
条

の
三
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
行
う
通
知
を
受
領
す
る
権
限
を
付
与
し
た
こ
と
を
証
す
る
様
式
第
二

の
二
に
よ
る
書
類 

 

ロ 

イ
の
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

 

２ 

法
第
百
四
十
三
条
の
六
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
三
項
第
六
号
の
事
項
の
変
更
の
届

出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
八
の
二
十
九
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
役
員
の
変
更
の
報
告
） 

 

第
五
十
四
条
の
十
一 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
で
あ
つ
て
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
も
の
は
、
役
員
に
変
更
が
あ

つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
八
の
三
十
の
報
告
書
に
、
変
更
後
の
役
員

の
名
簿
及
び
履
歴
書
並
び
に
法
第
百
四
十
三
条
の
三
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を

誓
約
す
る
様
式
第
三
十
八
の
二
十
三
に
よ
る
書
面
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
承
継
の
認
可
申
請
等
） 

 

第
五
十
四
条
の
十
二 

法
第
百
四
十
三
条
の
七
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
様
式
第
三
十
八
の
三
十
一
の
申
請
書
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
四
十
三
条
の
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四

十
三
条
の
二
第
四
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
法
第
百
四
十
三
条
の
七

第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
八
の
三
十
一
の
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

申
請
者
と
被
相
続
人
と
の
続
柄
を
証
す
る
書
類 

 

二 

申
請
者
の
履
歴
書
及
び
資
産
目
録 
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8頁 

三 

申
請
者
以
外
に
相
続
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
当
該
申
請

に
対
す
る
同
意
書 

 
四 
申
請
者
に
つ
い
て
法
第
百
四
十
三
条
の
三
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
様
式
第

三
十
八
の
二
十
三
に
よ
る
書
面 

 

２ 

法
第
百
四
十
三
条
の
七
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
様
式
第
三
十
八
の
三
十
二
の
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
四
十
三
条
の
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
四

項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
法
第
百
四
十
三
条
の
七
第
三
項
の
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
八
の
三
十
二
の
申
請
書
に
、
次
の
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

一 

合
併
に
関
す
る
契
約
書
又
は
分
割
計
画
書
若
し
く
は
分
割
契
約
書
の
写
し 

 

二 

合
併
又
は
分
割
の
条
件
に
関
す
る
説
明
書 

 

三 

合
併
又
は
分
割
の
日
以
降
五
年
内
の
日
を
含
む
毎
年
度
に
お
け
る
様
式
第
三
十
八
の
二
十
四
の
事
業
収
支

見
積
書 

 

四 

合
併
に
あ
つ
て
は
当
事
者
の
一
方
が
、
分
割
に
あ
つ
て
は
当
該
分
割
に
よ
り
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
全
部
を

承
継
す
る
法
人
が
、
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書

類
（
当
該
者
が
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
と
き
は
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
） 

 

イ 

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
書
類 

 

ロ 

最
近
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書 

 

五 

合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
全

部
を
承
継
す
る
法
人
の
定
款
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類
並
び
に
役
員
と
な
る
べ
き
者
の
名
簿
及
び
履
歴
書

並
び
に
当
該
法
人
に
つ
い
て
法
第
百
四
十
三
条
の
三
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

す
る
様
式
第
三
十
八
の
二
十
三
に
よ
る
書
面 

 

３ 

法
第
百
四
十
三
条
の
七
第
四
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
様
式
第
三
十
八
の
三
十
三
の
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
四
十
三
条
の
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
四

項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
法
第
百
四
十
三
条
の
七
第
四
項
の
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
八
の
三
十
三
の
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

譲
渡
し
に
関
す
る
契
約
書
の
写
し 

 

二 

譲
渡
価
額
の
算
出
の
根
拠
そ
の
他
譲
渡
し
の
実
施
に
関
す
る
細
目
を
記
載
し
た
書
類 

 

三 

譲
受
け
に
要
す
る
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

 

四 

譲
受
人
の
譲
受
け
の
日
以
降
五
年
内
の
日
を
含
む
毎
年
度
に
お
け
る
様
式
第
三
十
八
の
二
十
四
の
事
業
収

支
見
積
書 

 

五 

譲
受
人
が
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
以
外
の
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

 

イ 

そ
の
法
人
の
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
書
類 

 

ロ 

役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書 
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ハ 

最
近
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書 

 
六 

譲
受
人
が
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

 
イ 
定
款
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類 

 
ロ 
発
起
人
、
社
員
又
は
設
立
者
の
名
簿
、
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類 

 

ハ 

株
式
の
引
受
け
又
は
出
資
の
状
況
及
び
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類 

 

七 

譲
受
人
が
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
以
外
の
団
体
で
あ
つ
て
前
号
に
規
定
す
る
者
以
外
の
も
の
で
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

 

イ 

定
款
、
規
約
等
当
該
団
体
の
目
的
、
組
織
、
運
営
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
類 
 

ロ 

役
員
の
名
簿
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類 

 

ハ 

役
員
の
履
歴
書 

 

ニ 

団
体
の
財
産
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類 

 

八 

譲
渡
人
又
は
譲
受
人
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
譲
渡
し
又
は
譲
受
け
に
つ
い
て
の
議
会
の
会
議

録
の
写
し 

 

九 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
が
外
国
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類 

 

イ 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
の
国
内
代
表
者
等
が
法
人
の
場
合 

当
該
国
内
代
表

者
等
の
登
記
事
項
証
明
書 

 

ロ 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
の
国
内
代
表
者
等
が
個
人
の
場
合 

当
該
国
内
代
表

者
等
の
住
民
票
の
写
し 

 

十 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
が
外
国
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
認
定
鉄
塔
等
提
供
事

業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
の
国
内
代
表
者
等
に
、
法
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
行
う
処
分
の
通
知
及
び

第
六
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
行
う
通
知
を
受
領
す
る
権
限
を
付
与
し
た
こ
と
を
証
す
る
様

式
第
二
の
二
に
よ
る
書
類 

 

十
一 

法
第
百
四
十
三
条
の
三
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
様
式
第
三
十
八
の

二
十
三
に
よ
る
書
面 

 

（
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
休
止
の
届
出
） 

 

第
五
十
四
条
の
十
三 

法
第
百
四
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
全
部
の
休
止
の

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
全
部
を
休
止
す
る
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
三

十
日
前
の
日
ま
で
に
、
様
式
第
三
十
八
の
三
十
四
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

法
第
百
四
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
一
部
の
休
止
の
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
一
部
を
休
止
す
る
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
前
の
日
ま
で

に
、
様
式
第
三
十
八
の
三
十
五
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
廃
止
の
届
出
） 

 

第
五
十
四
条
の
十
四 

法
第
百
四
十
三
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
全
部
の
廃
止
の
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
全
部
を
廃
止
す
る
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
前

の
日
ま
で
に
、
様
式
第
三
十
八
の
三
十
四
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

法
第
百
四
十
三
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
一
部
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
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10頁 

は
、
当
該
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
一
部
を
廃
止
す
る
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
前
の
日
ま
で
に
、
様

式
第
三
十
八
の
三
十
五
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
鉄
塔
等
提
供

事
業
認
定
証
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
認
定
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
に
係
る
申
立
て
） 

 

第
五
十
四
条
の
十
五 

法
第
百
四
十
三
条
の
十
三
第
五
項
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
回
線
設
置
電
気
通
信
事
業

者
は
、
様
式
第
三
十
八
の
三
十
六
の
申
立
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
認
定
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
に
係
る
裁
定
の
申
請
） 
 

第
五
十
四
条
の
十
六 

法
第
百
四
十
三
条
の
十
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四

項
の
裁
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
回
線
設
置
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
三
十
八
の
三
十
七
の
申
請
書
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
事
故
の
報
告
） 

 

第
五
十
四
条
の
十
七 

法
第
百
四
十
三
条
の
十
四
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
認
定
鉄
塔
等
提
供
事

業
に
係
る
鉄
塔
等
の
損
壊
そ
の
他
の
事
由
に
起
因
し
て
、
第
五
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
故
を
生
じ

さ
せ
た
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
百
四
十
三
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
重
大
な
事
故
の
発
生
を
知
つ
た
時

か
ら
速
や
か
に
そ
の
発
生
日
時
及
び
場
所
、
発
生
を
知
つ
た
日
時
、
概
要
、
理
由
又
は
原
因
、
措
置
模
様
そ
の

他
参
考
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
適
当
な
方
法
に
よ
り
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
様
式
第
三
十

八
の
三
十
八
に
よ
り
当
該
事
故
の
発
生
を
知
つ
た
時
か
ら
三
十
日
以
内
に
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
土
地
等
の
使
用
の
認
可
の
申
請
） 

 

第
五
十
四
条
の
十
八 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
は
、
法
第
百
四
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二

十
八
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
三
十
九
の
二
の
申
請
書
を
、
総
務
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
協
議
に
お
い
て
定
め
た
事
項
の
届
出
） 

 

第
五
十
四
条
の
十
九 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
及
び
土
地
等
の
所
有
者
は
、
法
第
百
四
十
三
条
の
十
五
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
調
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六
項
の
届
出

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
協
議
が
調
つ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
様
式
第
四
十
の
二
の
届
出
書
を
総
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
土
地
等
の
使
用
の
裁
定
の
申
請
） 

 

第
五
十
四
条
の
二
十 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
は
、
法
第
百
四
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二

十
九
条
第
一
項
の
裁
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
四
十
一
の
二
の
申
請
書
の
正
本
一
通
及
び
副

本
一
通
（
使
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
等
が
所
在
す
る
市
町
村
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
数
と
同
数
）
に

そ
れ
ぞ
れ
工
事
計
画
書
及
び
工
事
計
画
を
表
示
す
る
図
面
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
使
用
権
の
存
続
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
の
裁
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
工

事
計
画
書
及
び
工
事
計
画
を
表
示
す
る
図
面
の
提
出
を
要
し
な
い
。 

 

（
土
地
等
の
一
時
使
用
等
の
許
可
の
申
請
） 
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11頁 

第
五
十
四
条
の
二
十
一 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
は
、
法
第
百
四
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百

三
十
三
条
第
二
項
（
法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
様
式
第
四
十
二
の
二
の
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
植
物
の
伐
採
等
の
許
可
の
申
請
） 

 

第
五
十
四
条
の
二
十
二 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
は
、
法
第
百
四
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百

三
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
四
十
三
の
二
の
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
損
失
補
償
の
裁
定
の
申
請
） 
 

第
五
十
四
条
の
二
十
三 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
又
は
損
失
を
受
け
た
者
は
、
法
第
百
四
十
三
条
の
十
五
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
七
条
第
二
項
の
裁
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
損
失
が
発
生
し
た
日
か
ら

六
月
以
内
に
、
様
式
第
四
十
四
の
二
の
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
鉄
塔
等
の
移
転
等
の
裁
定
の
申
請
） 

 

第
五
十
四
条
の
二
十
四 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
又
は
土
地
等
の
所
有
者
は
、
法
第
百
四
十
三
条
の
十
五
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
八
条
第
三
項
の
裁
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
四
十
五
の
二
の
申

請
書
の
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
（
鉄
塔
等
の
設
置
さ
れ
て
い
る
土
地
等
が
所
在
す
る
市
町
村
が
二
以
上
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
数
と
同
数
）
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
読
替
え
） 

 

第
五
十
四
条
の
二
十
五 

法
第
百
四
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
百
三

十
八
条
第
三
項
の
裁
定
の
申
請
に
お
い
て
、
使
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
等
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
所
在

す
る
と
き
は
、
第
五
十
四
条
の
二
十
及
び
前
条
の
規
定
中
「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る

語
句
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。 

 

一 

特
別
区
の
あ
る
地 

特
別
区 

 

二 

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市 

区
又
は
総
合
区 

 

（
利
用
又
は
運
用
に
関
す
る
協
定
等
が
あ
つ
せ
ん
等
の
対
象
と
な
る
設
備
） 

（
利
用
又
は
運
用
に
関
す
る
協
定
等
が
あ
つ
せ
ん
等
の
対
象
と
な
る
設
備
） 

第
五
十
四
条
の
二
十
六 

［
略
］ 

第
五
十
四
条
の
二 

［
同
上
］ 

（
申
請
等
の
方
法
） 

（
申
請
等
の
方
法
） 

第
六
十
九
条 

次
に
掲
げ
る
申
請
、
届
出
、
申
立
て
又
は
報
告
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
当
該
申
請
等
（
ド
メ
イ
ン
名
電
気
通
信
役
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
そ
の
者
の
住
所
（
電
気
通

信
事
業
者
（
電
気
通
信
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
外
国
法
人
等
に
あ
つ
て
は
、
国
内
代
表

者
等
の
住
所
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
十
九
条 

［
同
上
］ 

［
一
～
三
十
三 

略
］ 
［
一
～
三
十
三 

同
上
］ 

三
十
四 

法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
認
定
の
申
請 

［
新
設
］ 

三
十
五 

法
第
百
四
十
三
条
の
五
第
三
項
の
申
請 

［
新
設
］ 

三
十
六 

法
第
百
四
十
三
条
の
五
第
四
項
の
届
出 

［
新
設
］ 

三
十
七 

法
第
百
四
十
三
条
の
六
第
一
項
の
変
更
認
定
の
申
請 

［
新
設
］ 

三
十
八 

法
第
百
四
十
三
条
の
六
第
五
項
の
変
更
の
届
出 

［
新
設
］ 
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12頁 

三
十
九 

法
第
百
四
十
三
条
の
六
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
三
条
の
五
第
三
項
の
申
請
又
は
同

条
第
四
項
の
届
出 

［
新
設
］ 

四
十 
法
第
百
四
十
三
条
の
六
第
八
項
の
変
更
の
届
出 

［
新
設
］ 

四
十
一 
法
第
百
四
十
三
条
の
七
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
認
可
の
申
請 

［
新
設
］ 

四
十
二 
法
第
百
四
十
三
条
の
八
第
一
項
の
休
止
の
届
出 

［
新
設
］ 

四
十
三 

法
第
百
四
十
三
条
の
九
の
廃
止
の
届
出 

［
新
設
］ 

四
十
四 

法
第
百
四
十
三
条
の
十
四
の
報
告 

［
新
設
］ 

四
十
五 

第
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
報
告
（
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

三
十
四 

［
同
上
］ 

四
十
六 

第
五
十
四
条
の
十
一
第
一
項
の
報
告 

［
新
設
］ 

様
式
第
２
の
２
（
第
４
条
第
４
項
、
第
４
条
の
２
第
３
項
、
第
７
条
第
１
項
、
第
９
条
第
１
項
及
び
第
３
項
、
第

1
1条

第
５
項
、
第
54
条
の
３
第
４
項
第
1
1号

、
第
54
条
の
10
第
１
項
第
２
号
イ
（
２
）
、
第

54
条
の
12
第
３
項

第
10
号
関
係
）
 

様
式
第
２
の
２
（
第
４
条
第
４
項
、
第
４
条
の
２
第
３
項
、
第
７
条
第
１
項
、
第
９
条
第
１
項
及
び
第
３
項
、
第

1
1条

第
５
項
関
係
）
 

［
略
］
 

［
同
左
］
 

様
式
第
3
8の

21
（
第
54
条
の
３
第
１
項
関
係
）
 

［
新
設
］
 

鉄
塔
等
提
供
事
業
認
定
申
請
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

1
6
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

 

電
気
通
信
事
業
法
第

143
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
認
定
を
受
け
た
い
の
で
、
次

の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

 １
 
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す

る
こ
と
。
な
お
、
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
担
当
部
署
の
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記

載
す
る
こ
と
。
）
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13頁 

２
 
外
国
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
国
内
に
お
け
る
代
表
者
又
は
国
内
に
お
け
る
代
理
人
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
国
内
の
住
所
等
 

国
内
に
お
け
る
代
表
者
又
は
国
内
に
お
け
る
代
理
人

の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の

氏
名
）
 

 

国
内
の
住
所
 

 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
担
当
部
署

が
あ
る
場
合
は
、
当
該
担
当
部
署
に
連
絡
の
と
れ
る

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す
る

こ
と
。
）
 

 

３
 
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
及
び
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
塔
等
の
種
類
並
び
に
鉄
塔
等
提
供

役
務
の
提
供
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称

 

鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
 

鉄
塔
等
の
種
類
 

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
 

 
 

 

注
１

 
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
は
、
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
鉄
塔
等

の
設
置
の
区
域
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

２
 
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
は
、
都
道
府
県
市
町
村
（
特
別
区
に
あ
つ
て
は
区
、
地
方
自
治
法
第

2
52
条
の

1
9
第
１
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
区
又
は
総
合
区
）
を
単
位
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
都
道

府
県
の
全
部
を
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
と
す
る
場
合
は
当
該
都
道
府
県
名
を
、
全
国
を
鉄
塔
等
提

供
事
業
の
業
務
区
域
と
す
る
場
合
は
全
国
と
記
載
す
る
こ
と
。
 

３
 
鉄
塔
等
の
種
類
は
、
鉄
塔
等
の
う
ち
、
鉄
塔
、
鉄
柱
等
（
第
五
十
四
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲

げ
る
工
作
物
）
、
管
路
、
と
う
道
等
の
種
類
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

４
 
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
は
、
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
ご
と
に
全
て
の
相
手
方
に
つ
い
て
記
載

す
る
こ
と
。
 

４
 
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の

氏
名
 

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
 

住
所
 

代
表
者
の
氏
名
 

 
 

 

５
 
事
業
開
始
予
定
年
月
日
 

注
１

 
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
に
よ
っ
て
事
業
開
始
予
定
年
月
日
が
異
な
る
場
合
は
、
当
該
鉄
塔
等
提

供
事
業
の
業
務
区
域
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

２
 
既
に
開
始
し
て
い
る
鉄
塔
等
提
供
事
業
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
「
既
に
開
始
済

み
」
と
記
載
す
る
こ
と
。
 

３
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第
3
8の

22
（
第
54
条
の
３
第
３
項
関
係
）
 

［
新
設
］
 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
計
画
書
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14頁 

１
 
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
（
（
相
続
）
（
合
併
）
（
分
割
）
（
譲
渡
し
）
後
の
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
）
開
始

予
定
年
月
日
 

注
１

 
新
た
に
鉄
塔
等
提
供
事
業
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
「
法
第

143
条
の
２
第
１
項
の
認
定
の
申

請
に
係
る
事
業
開
始
予
定
年
月
日
に
同
じ
」
と
記
載
す
る
こ
と
。
 

２
 
既
に
開
始
し
て
い
る
鉄
塔
等
提
供
事
業
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
「
既
に
開
始
済

み
」
と
記
載
す
る
こ
と
。
 

３
 
承
継
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
承
継
後
の
事
業
開
始
予
定
日
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

２
 
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
開
始
（
運
営
）
の
た
め
必
要
と
な
る
設
備
資
金
及
び
運
転
資
金
の
金
額
並
び
に
そ

の
調
達
方
法
及
び
返
済
計
画
 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第
3
8の

23
（
第
54
条
の
３
第
４
項
第
１
号
、
第

54
条
の

11
第
２
項
、
第

54条
の

12
第
１
項
第
４
号
、
第
２
項

第
５
号
及
び
第
３
項
第
1
1号

関
係
）
 

［
新
設
］
 

誓
約
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

2
7
号
）
第
２
条
第

16
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル
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15頁 

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

認
定
（
認
可
）
申
請
者
（
報
告
を
行
う
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
）
が
電
気
通
信
事
業
法
第

143
条
の
３
第
１

号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。
 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第
3
8の

24
（
第
54
条
の
３
第
４
項
第
２
号
、
第

54
条
の
８
第
２
項
第
１
号
ロ
、
第
5
4条

の
1
2第

２
項
第
３
号

及
び
第
３
項
第
４
号
関
係
）
 

［
新
設
］
 

事
業
収
支
見
積
書
 

項
目
 

年
月
日
～
年
月
日
 

備
考
 

収入 

  鉄
塔
等
提
供
事
業
収
入
 

千
円
 

 

（
何
）
事
業
収
入
 

 
 

そ
の
他
の
収
入
 

 
 

計
 

 
 

 

鉄
塔
等
提
供
事
業
支
出
 

 
 

支出 

人
件
費
 

経
費
 

借
料
・
損
料
 

修
繕
費
 

そ
の
他
 

減
価
償
却
費
 

租
税
公
課
 

そ
の
他
  

 
 

（
何
）
事
業
支
出
 

 
 

そ
の
他
の
支
出
 

 
 

法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税
 

 
 

計
 

 
 

差
引
利
益
 

 
 

注
１

 
鉄
塔
等
提
供
事
業
以
外
の
事
業
に
つ
い
て
、
（
何
）
事
業
収
入
及
び
（
何
）
事
業
支
出
と
し
て
記
載
す

る
こ
と
。
 

２
 
備
考
欄
に
は
、
算
出
の
根
拠
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

３
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

 

様
式
第
3
8の

25
（
第
54
条
の
５
関
係
）
 

［
新
設
］
 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
開
始
の
指
定
期
間
延
長
申
請
書
 

年
 

 
月
 

 
日
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16頁 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

2
7
号
）
第
２
条
第

16
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

電
気
通
信
事
業
法
第

143
条
の
５
第
３
項
（
第

1
43

条
の
６
第
７
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

14
3
条
の
５

第
３
項
）
の
規
定
に
よ
り
、
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
開
始
の
指
定
期
間
を
延
長
し
た
い
の
で
、
申
請
し
ま
す
。
 

延
長
に
係
る
鉄
塔
等
提
供
事
業

の
業
務
区
域
 

 

指
定
期
間
 

 

延
長
す
る
期
間
 

 

延
長
す
る
理
由
 

 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第
3
8の

26
（
第
54
条
の
６
関
係
）
 

［
新
設
］
 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
開
始
届
出
書
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17頁 

年
 

 
月
 

 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

2
7
号
）
第
２
条
第

16
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

次
の
と
お
り
認
定
電
気
通
信
事
業
を
開
始
し
た
の
で
、
電
気
通
信
事
業
法
第

1
43

条
の
５
第
４
項
（
第

1
43

条

の
６
第
７
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

143
条
の
５
第
４
項
）
の
規
定
に
よ
り
、
届
け
出
ま
す
。
 

事
業
開
始
年
月
日
 

 

鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
 

 

注
１

 
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
は
、
法
第

143
条
の
５
第
２
項
（
第

1
43

条
の
６
第
７
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第

1
43

条
の
５
第
２
項
）
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
を
区
分
し
て
期
間
の
指
定
が
あ
つ
た
場
合
に

限
り
記
載
す
る
こ
と
。
 

２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第
3
8の

27
（
第
54
条
の
８
第
１
項
及
び
第
３
項
関
係
）
 

［
新
設
］
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18頁 

認
定
電
気
通
信
事
業
変
更
認
定
申
請
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

2
7
号
）
第
２
条
第

16
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

電
気
通
信
事
業
法
第

1
43

条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第

1
43

条
の
２
第
３
項
第
３
号
か
ら
第
５
号

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
又
は
認
定
鉄
塔
等
提
供
業
務
規
程
の
変
更
（
同
条
第
５
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変

更
に
限
る
。
）
の
認
定
を
受
け
た
い
の
で
、
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

変
更
事
項
 

 

変
更
内
容
 

変
更
前
 

変
更
後
 

 
 

変
更
予
定
年
月
日
 

 

変
更
の
理
由
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19頁 

注
１

 
変
更
事
項
は
、
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
、
鉄
塔
等
の
種
類
、
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
の
相
手

方
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
認
定
鉄
塔
等
提
供
業
務
規
程
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

２
 
認
定
鉄
塔
等
提
供
業
務
規
程
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
変
更
前
と
変
更
後
と
を
対
照
し
や
す
い
よ
う
に
記

載
す
る
こ
と
。
 

３
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第
3
8の

28
（
第
54
条
の
９
関
係
）
 

［
新
設
］
 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
変
更
届
出
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

1
6
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
電
気
通
信
事
業
法
第

143
条
の
６
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
届
け
出
ま
す
。
 

変
更
事
項
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変
更
内
容
 

変
更
前
 

変
更
後
 

 
 

変
更
年
月
日
 

 

変
更
の
理
由
 

 

注
１

 
変
更
事
項
は
、
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
、
鉄
塔
等
の
種
類
又
は
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
の
相

手
方
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
若
し
く
は
住
所
若
し
く
は
代
表
者
の
氏
名
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第
3
8の

29
（
第
54
条
の
10
第
１
項
及
び
第
２
項
関
係
）
 

［
新
設
］
 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
氏
名
等
変
更
届
出
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

1
6
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
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次
の
と
お
り
変
更
が
あ
つ
た
の
で
、
電
気
通
信
事
業
法
第

143
条
の
６
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
、
届
け
出
ま
す

。
 

変
更
事
項
 

変
更
前
 

変
更
年
月
日
 

変
更
後
 

氏
名
 

（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

 
 

 

住
所
 

 
 

 

電
話
番
号
及
び
 

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
 

 
 

 

外
国
法
人
等
の
国
内
に
お
け

る
代
表
者
又
は
国
内
に
お
け

る
代
理
人
の
氏
名
 

（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

 
 

 

外
国
法
人
等
の
国
内
に
お
け

る
代
表
者
又
は
国
内
に
お
け

る
代
理
人
の
国
内
の
住
所
 

 
 

 

外
国
法
人
等
の
国
内
に
お
け

る
代
表
者
又
は
国
内
に
お
け

る
代
理
人
の
電
話
番
号
及
び

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
 

 
 

 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第
3
8の

30
（
第
54
条
の
11
第
２
項
関
係
）
 

［
新
設
］
 

役
員
変
更
報
告
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
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た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

1
6
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

役
員
に
変
更
が
あ
つ
た
の
で
、
電
気
通
信
事
業
法
第

1
66

条
第
１
項
及
び
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第

54

条
の

11
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
報
告
し
ま
す
。
 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第
3
8の

31
（
第
54
条
の
12
第
１
項
関
係
）
 

［
新
設
］
 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
相
続
承
継
認
可
申
請
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

相
続
人
が
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
で
あ
る
場
合
は
、
認
定

年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

1
6
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ
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と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

電
気
通
信
事
業
法
第

1
43

条
の
７
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
相
続
に
よ
る
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
の
地
位
の

承
継
の
認
可
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。
 

 

１
 
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す

る
こ
と
。
な
お
、
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
担
当
部
署
の
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記

載
す
る
こ
と
。
）
 

２
 
外
国
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
国
内
に
お
け
る
代
表
者
又
は
国
内
に
お
け
る
代
理
人
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
国
内
の
住
所
等
 

国
内
に
お
け
る
代
表
者
又
は
国
内
に
お
け
る
代
理

人
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名
）
 

 

国
内
の
住
所
 

 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
担
当
部

署
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
担
当
部
署
に
連
絡
の
と
れ

る
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

 

３
 
相
続
後
の
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
及
び
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
塔
等
の
種
類
並
び
に
鉄

塔
等
提
供
役
務
の
提
供
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
 

鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
 

鉄
塔
等
の
種
類
 

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
 

 
 

 

注
１
 
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
は
、
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
鉄
塔

等
の
設
置
の
区
域
を
記
載
す
る
こ
と
。
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２
 
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
は
、
都
道
府
県
市
町
村
（
特
別
区
に
あ
つ
て
は
区
、
地
方
自
治
法
第

2
52

条
の

19
第
１
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
区
又
は
総
合
区
）
を
単
位
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
都

道
府
県
の
全
部
を
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
と
す
る
場
合
は
当
該
都
道
府
県
名
を
、
全
国
を
鉄
塔

等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
と
す
る
場
合
は
全
国
と
記
載
す
る
こ
と
。
 

３
 
鉄
塔
等
の
種
類
は
、
鉄
塔
等
の
う
ち
、
鉄
塔
、
鉄
柱
等
（
第
五
十
四
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
に

掲
げ
る
工
作
物
）
、
管
路
、
と
う
道
等
の
種
類
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

４
 
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
は
、
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
ご
と
に
全
て
の
相
手
方
に
つ
い
て
記

載
す
る
こ
と
。
 

４
 
相
続
後
の
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の

代
表
者
の
氏
名
 

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
 

住
所
 

代
表
者
の
氏
名
 

 
 

 

５
 
相
続
に
係
る
情
報
 

 

被
相
続
人
の
氏
名
及
び
住
所
 

 

被
相
続
人
の
認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

 

相
続
の
開
始
の
期
日
 

 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第
3
8の

32
（
第
54
条
の
12
第
２
項
関
係
）
 

［
新
設
］
 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
 

合
併
 

分
割
 

承
継
認
可
申
請
書
 

 

年
 

 
月
 

 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

本
店
又
は
事
務
所
の
所
在
地
 

（
ふ
り
が
な
）
 

合
併
後
存
続
（
合
併
に
よ
り
設
立
）
す
る
又
は
分
割
に
よ
り

当
該
事
業
の
全
部
を
承
継
す
る
法
人
の
名
称
及
び
代
表
者
（

設
立
委
員
の
代
表
者
）
の
氏
名
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と
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。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 電
気
通
信
事
業
法
第

1
43

条
の
７
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
 

合
併
 

分
割
 

に
よ
る
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
 

業
者
の
地
位
の
承
継
の
認
可
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。
 

 １
 
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す

る
こ
と
。
な
お
、
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
担
当
部
署
の
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記

載
す
る
こ
と
。
）
 

２
 
外
国
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
国
内
に
お
け
る
代
表
者
又
は
国
内
に
お
け
る
代
理
人
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
国
内
の
住
所
等
 

国
内
に
お
け
る
代
表
者
又
は
国
内
に
お
け
る
代
理

人
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名
）
 

 

国
内
の
住
所
 

 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
担
当
部

署
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
担
当
部
署
に
連
絡
の
と
れ

る
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

 

３
 
合
併
又
は
分
割
後
の
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
及
び
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
塔
等
の
種
類

並
び
に
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
 

鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
 

鉄
塔
等
の
種
類
 

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
 

 
 

 

注
１
 
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
は
、
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
鉄
塔

等
の
設
置
の
区
域
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

２
 
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
は
、
都
道
府
県
市
町
村
（
特
別
区
に
あ
つ
て
は
区
、
地
方
自
治
法
第

2
52

条
の

19
第
１
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
区
又
は
総
合
区
）
を
単
位
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
都

道
府
県
の
全
部
を
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
と
す
る
場
合
は
当
該
都
道
府
県
名
を
、
全
国
を
鉄
塔

等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
と
す
る
場
合
は
全
国
と
記
載
す
る
こ
と
。
 

３
 
鉄
塔
等
の
種
類
は
、
鉄
塔
等
の
う
ち
、
鉄
塔
、
鉄
柱
等
（
第
五
十
四
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
に

掲
げ
る
工
作
物
）
、
管
路
、
と
う
道
等
の
種
類
を
記
載
す
る
こ
と
。
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４
 
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
は
、
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
ご
と
に
全
て
の
相
手
方
に
つ
い
て
記

載
す
る
こ
と
。
 

４
 
合
併
又
は
分
割
後
の
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
 

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
 

住
所
 

代
表
者
の
氏
名
 

 
 

 

５
 
合
併
又
は
分
割
に
係
る
情
報
 

 

当
事
者
 

（
ふ
り
が
な
）
 

名
称
 

 

（
ふ
り
が
な
）
 

本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

 

法
人
番
号
 

 

（
ふ
り
が
な
）
 

名
称
 

 

（
ふ
り
が
な
）
 

本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

 

法
人
番
号
 

 

合
併
又
は
分
割
の
年
月
日
 

 

合
併
又
は
分
割
の
理
由
 

 

注
１

 
認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
は
、
当
事
者
が
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
は
記
載

を
要
し
な
い
。
 

２
 
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

25
年

法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

16
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
法
人
番
号
を
記
載
す
る
こ
と

。
 

３
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第
3
8の

33
（
第
54
条
の
12
第
３
項
関
係
）
 

［
新
設
］
 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
譲
渡
譲
受
承
継
認
可
申
請
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 

 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

譲
渡
人
住
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 
 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
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を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

譲
受
人
住
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 
 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

譲
受
人
が
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
で
あ
る
場
合
は
、
認
定

年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

25
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

16
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

電
気
通
信
事
業
法
第

1
43

条
の
７
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
全
部
の
譲

渡
し
及
び
譲
受
け
に
よ
る
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
の
地
位
の
承
継
の
認
可
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。
 

 

１
 
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す

る
こ
と
。
な
お
、
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
担
当
部
署
の
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記

載
す
る
こ
と
。
）
 

２
 
外
国
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
国
内
に
お
け
る
代
表
者
又
は
国
内
に
お
け
る
代
理
人
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
国
内
の
住
所
等
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国
内
に
お
け
る
代
表
者
又
は
国
内
に
お
け
る
代
理

人
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名
）
 

 

国
内
の
住
所
 

 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
担
当
部

署
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
担
当
部
署
に
連
絡
の
と
れ

る
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

 

３
 
譲
渡
し
及
び
譲
受
け
後
の
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
及
び
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
塔
等
の

種
類
並
び
に
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
 

鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
 

鉄
塔
等
の
種
類
 

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
 

 
 

 

注
１
 
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
は
、
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
鉄
塔

等
の
設
置
の
区
域
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

２
 
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
は
、
都
道
府
県
市
町
村
（
特
別
区
に
あ
つ
て
は
区
、
地
方
自
治
法
第

2
52

条
の

19
第
１
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
区
又
は
総
合
区
）
を
単
位
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
都

道
府
県
の
全
部
を
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
と
す
る
場
合
は
当
該
都
道
府
県
名
を
、
全
国
を
鉄
塔

等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
と
す
る
場
合
は
全
国
と
記
載
す
る
こ
と
。
 

３
 
鉄
塔
等
の
種
類
は
、
鉄
塔
等
の
う
ち
、
鉄
塔
、
鉄
柱
等
（
第
五
十
四
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
に

掲
げ
る
工
作
物
）
、
管
路
、
と
う
道
等
の
種
類
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

４
 
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
は
、
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
ご
と
に
全
て
の
相
手
方
に
つ
い
て
記

載
す
る
こ
と
。
 

４
 
譲
渡
し
及
び
譲
受
け
後
の
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
 

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
 

住
所
 

代
表
者
の
氏
名
 

 
 

 

５
 
譲
渡
し
及
び
譲
受
け
に
係
る
情
報
 

 

譲
渡
年
月
日
 

 

譲
渡
す
る
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
の
認
定
年

月
日
及
び
認
定
番
号
 

 

譲
渡
し
の
理
由
 

 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第
3
8の

34
（
第
54
条
の
13
第
１
項
、
第

54
条
の
14
第
１
項
関
係
）
 

［
新
設
］
 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
全
部
休
止
（
廃
止
）
届
出
書
 

年
 

 
月
 

 
日
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総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

1
6
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
全
部
を
休
止
（
廃
止
）
し
た
い
の
で
、
電
気
通
信
事
業
法
第

143
条
の
８
第
１
項
（

電
気
通
信
事
業
法
第

1
43

条
の
９
）
の
規
定
に
よ
り
、
届
け
出
ま
す
。
 

休
止
予
定
年
月
日
及
び
予
定
期
間
 

（
廃
止
予
定
年
月
日
）
 

 

休
止
（
廃
止
）
す
る
事
業
 

 

休
止
の
理
由
 

 

注
１

 
「
休
止
（
廃
止
）
す
る
事
業
」
に
つ
い
て
は
、
「
（
何
）
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
」
等
と
記
載
す

る
こ
と
。
 

２
 
「
休
止
の
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
全
部
を
廃
止
す
る
と
き
は
記
載
を
要
し
な
い
。
 

３
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
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様
式
第
3
8の

35
（
第
54
条
の
13
第
２
項
、
第

54
条
の
14
第
２
項
関
係
）
 

［
新
設
］
 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
一
部
休
止
（
廃
止
）
届
出
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

1
6
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
一
部
を
休
止
（
廃
止
）
し
た
い
の
で
、
電
気
通
信
事
業
法
第

143
条
の
８
第
１
項
（

電
気
通
信
事
業
法
第

1
43

条
の
９
）
の
規
定
に
よ
り
、
届
け
出
ま
す
。
 

休
止
予
定
年
月
日
及
び
予
定
期
間
 

（
廃
止
予
定
年
月
日
）
 

 

休
止
（
廃
止
）
す
る
事
業
 

 

休
止
に
係
る
事
項
又
は
廃
止
に
よ
つ

て
変
更
す
る
事
項
及
び
そ
の
内
容
 

休
止
に
係
る
事

項
又
は
廃
止
に
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よ
つ
て
変
更
す

る
事
項
 

 

る
事
項
 

 

変
更
内
容
 

休
止
（
廃
止
）
前
 

休
止
（
廃
止
）
後
 

 
 

休
止
の
理
由
 

 

注
１

 
「
休
止
（
廃
止
）
す
る
事
業
」
に
つ
い
て
は
、
「
（
何
）
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
」
等
と
記
載
す

る
こ
と
。
 

２
 
「
休
止
に
係
る
事
項
又
は
廃
止
に
よ
つ
て
変
更
す
る
事
項
」
は
、
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
業
務
区
域
、
鉄

塔
等
の
種
類
又
は
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
の
相
手
方
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

３
 
「
休
止
の
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
一
部
を
廃
止
す
る
場
合
は
記
載
を
要
し
な
い
。
 

４
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第

38
の

36
（
第

54
条
の

15
関
係
）
 

［
新
設
］
 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
協
議
に
関
す
る
命
令
申
立
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

1
6
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部
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署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

 
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
協
議
が
 

不
調
 

不
能
 

の
た
め
、
電
気
通
信
事
業
 

法
第

14
3
条
の

1
3
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
協
議
の
開
始
又
は
再
開
の
命
令
を
申
し
立
て
ま
す

。
 

 当
事
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所
 

 

締
結
又
は
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
認
定
鉄
塔

等
提
供
事
業
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
概
要
 

 

予
定
す
る
契
約
の
期
間
 

 

協
議
の
不
調
又
は
不
能
の
理
由
 

 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第

38
の

37
（
第

54
条
の

16
関
係
）
 

［
新
設
］
 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
提
供
に
関
す
る
契
約
裁
定
申
請
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

1
6
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
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電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
協
議
が
不
調
の
た
め
、
電
気
通
信
事
業
法
（
注
２
）

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
裁
定
を
申
請
し
ま
す
。
 

当
事
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所
 

 

裁
定
を
求
め
る
理
由
 

 

予
定
す
る
契
約
の
期
間
 

 

協
議
の
不
調
又
は
不
能
の
理
由
及
び
協
議
の

経
過
 

 

契
約
の
締
結
の
協
議
に
関
す
る
命
令
を
経
て

い
る
場
合
は
、
そ
の
年
月
日
 

 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 

注
１

 
認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
は
、
申
請
者
が
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
は
記
載

を
要
し
な
い
。
 

２
 
次
に
掲
げ
る
条
項
の
う
ち
、
該
当
す
る
も
の
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

⑴
 
法
第

143
条
の

13
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

35
条
第
３
項
 

⑵
 
法
第

143
条
の

13
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

35
条
第
４
項
 

３
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第

38
の

38
（
第

54
条
の

17
第
２
項
関
係
）
 

［
新
設
］
 

重
大
な
事
故
報
告
書
（
詳
報
）
 

年
 

 
月
 

 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
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氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

1
6
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

発
生
年
月
日
及
び
時
刻
並
び
に
発

生
を
知
つ
た
年
月
日
及
び
時
刻
 

 
復
旧
年
月
日
 

 

発
生
場
所
 

 

事
故
の
全
体
概
要
 

 

事
故
の
原
因
と
な
つ
た
鉄
塔
等
の

種
類
 

 

事
故
が
影
響
を
与
え
た
認
定
鉄
塔

等
提
供
役
務
の
提
供
の
相
手
方
の

氏
名
又
は
名
称
 

 

措
置
模
様
（
事
故
対
応
状
況
）
 

 

発
生
原
因
 

 

再
発
防
止
策
 

 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 

注
１

 
「
発
生
場
所
」
の
欄
は
、
当
該
事
故
の
原
因
と
な
つ
た
鉄
塔
等
の
設
置
場
所
（
住
所
・
建
物
名
等
）
を

記
載
す
る
こ
と
。
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２
 
「
事
故
の
原
因
と
な
つ
た
鉄
塔
等
の
種
類
」
の
欄
は
、
鉄
塔
、
鉄
柱
等
（
第
五
十
四
条
の
二
第
二
号
及

び
第
三
号
に
掲
げ
る
工
作
物
）
、
管
路
、
と
う
道
又
は
そ
れ
ら
の
附
属
設
備
（
同
条
第
四
号
、
第
五
号
及

び
第
六
号
に
掲
げ
る
工
作
物
）
等
の
種
類
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

３
 
「
措
置
模
様
（
事
故
対
応
状
況
）
」
の
欄
は
、
当
該
事
故
の
発
生
時
、
認
知
時
、
復
旧
作
業
経
過
及
び

後
日
対
応
等
に
応
じ
た
措
置
模
様
を
、
日
時
及
び
対
応
者
と
と
も
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

４
 
「
発
生
原
因
」
の
欄
は
、
当
該
事
故
の
発
生
の
原
因
を
記
載
す
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
事
故
の
発
生
し

た
鉄
塔
等
の
管
理
工
程
（
設
計
、
工
事
、
維
持
・
運
用
等
）
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
こ
と
。
 

５
 
「
再
発
防
止
策
」
の
欄
は
、
当
該
事
故
に
係
る
再
発
防
止
策
及
び
同
様
の
事
故
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
の

再
発
防
止
策
並
び
に
そ
れ
ら
の
実
施
完
了
日
又
は
実
施
予
定
時
期
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

６
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第

39
の
２
（
第

54
条
の

18
関
係
）
 

［
新
設
］
 

土
地
等
 

使
 
 
用
 

継
続
使
用
 

認
可
申
請
書
 

 

年
 

 
月
 

 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

1
6
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部
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署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

電
気
通
信
事
業
法
第

1
43

条
の

15
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

128
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
等
の

使
用
の
認
可
を
受
け
た
い
の
で
、
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
土
地
等
の
種
類
及
び
所
在
地
 

２
 
土
地
等
の
所
有
者
（
所
有
権
以
外
の
権
原
に
基
づ
き
そ
の
土
地
等
を
使
用
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

者
及
び
所
有
者
）
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所
 

３
 
使
用
開
始
の
時
期
 

４
 
鉄
塔
等
の
位
置
、
種
類
及
び
数
 

５
 
土
地
等
の
 

使
 
 
用
 

継
続
使
用
 

の
認
可
を
申
請
す
る
理
由
 

６
 
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第

40
の
２
（
第

54
条
の

19
関
係
）
 

［
新
設
］
 

土
地
等
 

使
 
 
用
 

継
続
使
用
 

の
協
議
成
立
届
出
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 

 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

1
6
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す
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る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

 
年
 
月
 
日
認
可
が
あ
つ
た
土
地
等
の

 
使
 
 
用
 

継
続
使
用
 

に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お
り
、
協
議
が
成

 

立
し
た
の
で
、
電
気
通
信
事
業
法
第

143
条
の

15
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

128
条
第
６
項
の
規
定
に
よ

り
、
届
け
出
ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
土
地
等
の
種
類
及
び
所
在
地
 

２
 
使
用
開
始
の
時
期
及
び
使
用
期
間
 

３
 
鉄
塔
等
の
位
置
、
種
類
及
び
数
 

４
 
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第

41
の
２
（
第

54
条
の

20
関
係
）
 

［
新
設
］
 

土
地
等
 

使
 
 
用
 

継
続
使
用
 

裁
定
申
請
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
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法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

1
6
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

 
年
 
月
 
日
認
可
が
あ
つ
た
土
地
等
の
使
用
に
つ
い
て
、
協
議
 

不
調
 

不
能
 

の
た
め
、
電
気
通
信
事
業
 

法
第

143
条
の

15
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

129
条
第
１
項
に
基
づ
き
下
記
の
と
お
り
裁
定
を
申
請
し
ま

す
。
  

記
 

 １
 
土
地
等
の
種
類
及
び
所
在
地
 

２
 
土
地
等
の
所
有
者
（
所
有
権
以
外
の
権
原
に
基
づ
き
そ
の
土
地
等
を
使
用
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者

及
び
所
有
者
）
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所
 

３
 
使
用
開
始
の
時
期
及
び
使
用
期
間
 

４
 
鉄
塔
等
の
位
置
、
種
類
及
び
数
 

５
 
協
議
の
不
調
又
は
不
能
の
理
由
 

６
 
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第

42
の
２
（
第

54
条
の

21
関
係
）
 

［
新
設
］
 

土
地

等
一

時
使

用
 

許
可
申
請
書
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土
地

立
入

り
 

年
 

 
月
 

 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

1
6
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

 
電
気
通
信
事
業
法
第

143
条
の

15
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
 

第
1
3
3
条
第
２
項
 

第
1
3
4
条
第
２
項
 

の
規
定
に
よ
り
、
 

土
地

等
一

時
使

用
 

土
地

立
入

り
 

許
可
を
受
け
た
い
の
で
、
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
土
地
等
の
種
類
及
び
所
在
地
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２
 
土
地
等
の
所
有
者
（
所
有
権
以
外
の
権
原
に
基
づ
き
そ
の
土
地
等
を
使
用
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

者
及
び
所
有
者
）
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所
 

３
 
使
用
 

立
入
り
 

開
始
の
時
期
及
び
 
使
用
 

立
入
り
 

期
間
 

４
 
使
用
 

立
入
り
 

を
必
要
と
す
る
理
由
 

５
 
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 
注

 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第

43
の
２
（
第

54
条
の

22
関
係
）
 

［
新
設
］
 

植
物
伐
採
等
許
可
申
請
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

1
6
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
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41頁 

 電
気
通
信
事
業
法
第

143
条
の

15
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

136
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
、
植
物
の
伐

採
等
の
許
可
を
受
け
た
い
の
で
、
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

 

記
 

 

１
 
植
物
の
所
在
す
る
場
所
 

２
 
植
物
の
所
有
者
の
氏
名
（
法
人
又
は
団
体
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所
 

３
 
伐
採
又
は
移
植
す
べ
き
植
物
の
種
類
及
び
数
量
 

４
 
伐
採
又
は
移
植
の
方
法
 

５
 
伐
採
又
は
移
植
の
時
期
 

６
 
伐
採
又
は
移
植
を
必
要
と
す
る
理
由
 

７
 
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第

44
の
２
（
第

54
条
の

23
関
係
）
 

［
新
設
］
 

損
失
補
償
裁
定
申
請
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 

 
 

都
道
府
県
知
事

 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

1
6
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部
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42頁 

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

 
損
失
の
補
償
に
つ
い
て
協
議
 

不
調
 

不
能
 

の
た
め
、
電
気
通
信
事
業
法
第

143
条
の

15
に
お
い
て
準
用
す
 

る
同
法
第

137
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
裁
定
を
申
請
し
ま
す
。
 

 記
 

 １
 
損
失
発
生
の
日
時
、
場
所
及
び
原
因
 

２
 
相
手
方
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所
 

３
 
損
失
の
事
実
 

４
 
損
失
補
償
の
見
積
り
及
び
そ
の
内
訳
 

５
 
協
議
の
不
調
又
は
不
能
の
理
由
 

６
 
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

注
１

 
申
請
者
が
２
人
以
上
の
場
合
は
、
連
名
で
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
そ
の
う
ち
の

１
人
を
代
表
者
と
し
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

２
 
認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
は
、
申
請
者
が
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
は
記
載

を
要
し
な
い
。
 

３
 
「
損
失
補
償
の
見
積
り
及
び
そ
の
内
訳
」
に
つ
い
て
は
、
積
算
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
 

４
 
「
協
議
の
不
調
の
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
の
ほ
か
、
協
議
の
経
過
の
概
要
も
明
ら
か
に
す
る

こ
と
。
 

５
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

様
式
第

45
の
２
（
第

54
条
の

24
関
係
）
 

［
新
設
］
 

鉄
塔
等
移
転
等
裁
定
申
請
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 

 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
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43頁 

認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

1
6
項
に
規
定

す
る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
担
当
部

署
等
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
担
当
部

署
等
の
電
話
番
号

及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
載

す
る
こ
と
。
）
 

 

 
鉄
塔
等
の
移
転
そ
の
他
支
障
の
除
去
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
協
議
が
 

不
調
 

不
能
 

の
た
め
、
電
気
通
信
 

事
業
法
第

143
条
の

15
に
お
い
て
準
用
す
る
第

138
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
裁
定
を
申

請
し
ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
土
地
の
種
類
及
び
所
在
地
 

２
 
相
手
方
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所
 

３
 
鉄
塔
等
の
位
置
、
種
類
及
び
数
 

４
 
支
障
の
除
去
を
必
要
と
す
る
理
由
 

５
 
支
障
の
除
去
に
必
要
な
措
置
の
概
要
及
び
時
期
 

６
 
支
障
の
除
去
に
要
す
る
費
用
及
び
そ
の
内
訳
 

７
 
費
用
の
分
担
区
分
に
関
す
る
意
見
及
び
そ
の
理
由
 

８
 
協
議
の
不
調
又
は
不
能
の
理
由
 

９
 
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 

47



 

44頁 

注
１

 
申
請
者
が
２
人
以
上
の
場
合
は
、
連
名
で
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
そ
の
う
ち
の

１
人
を
代
表
者
と
し
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

２
 
認
定
年
月
日
及
び
認
定
番
号
は
、
申
請
者
が
認
定
鉄
塔
等
提
供
事
業
者
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
は
記
載

を
要
し
な
い
。
 

３
 
「
協
議
の
不
調
の
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
の
ほ
か
、
協
議
の
経
過
の
概
要
も
明
ら
か
に
す
る

こ
と
。
 

４
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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45頁 

（
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
手
続
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
手
続
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
下
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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46頁 

改 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 

前 

 
（
あ
っ
せ
ん
の
申
請
） 

（
あ
っ
せ
ん
の
申
請
） 

第
四
条 
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下
「
事
業
法
」
と
い
う
。
）
第
百
五
十
四

条
第
一
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十

七
条
第
一
項
、
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
百
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
あ
っ
せ
ん
の
申
請
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
申
請
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下
「
事
業
法
」
と
い
う
。
）
第
百
五
十
四

条
第
一
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十

七
条
第
一
項
又
は
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
あ
っ
せ
ん
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
申

請
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
２
～
４ 

略
］ 

［
２
～
４ 

同
上
］ 

（
仲
裁
の
申
請
） 

（
仲
裁
の
申
請
） 

第
五
条 

事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
七
条
第
三
項
、
第
百
五
十
七
条
の
二
第
三
項
又
は
第
百
五
十
七
条
の
三
第
三
項
の

仲
裁
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
の
申
請
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
条 

事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
七
条
第
三
項
又
は
第
百
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
仲
裁
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
様
式
第
四
の
申
請
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
２
～
５ 

略
］ 

［
２
～
５ 

同
上
］ 

（
申
請
の
方
法
） 

 

（
申
請
の
方
法
） 

第
六
条 

事
業
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
、
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
百
五
十
七
条
の
三
第
一

項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
の
あ

っ
せ
ん
又
は
事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
七
条
第
三
項
、
第
百
五
十
七
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
百
五
十
七
条
の
三

第
三
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
八
第
四
項
若
し
く
は
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
三
項
の
仲
裁
の
申
請
は

、
当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
又
は
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
を
経
由

し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
条 

事
業
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三

十
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
の
あ
っ
せ
ん
又
は
事
業
法
第
百
五
十

五
条
第
一
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五

十
七
条
第
三
項
若
し
く
は
第
百
五
十
七
条
の
二
第
三
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
八
第
四
項
若
し
く
は
放

送
法
第
百
四
十
二
条
第
三
項
の
仲
裁
の
申
請
は
、
当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
総
合
通

信
局
長
又
は
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

様
式
第
1(第

4
条
第
1項

関
係
) 

様
式
第
1(第

4条
第
1項

関
係
) 

あ
 
っ
 
せ
 
ん
 
申
 
請
 
書
 

年
 

 
月
 
 
日
 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
委
員
長
 

殿
 

郵
便

番
号

 

(ふ
り
が
な
) 

住
 
 

所
 

(ふ
り
が
な
) 

氏
 

 
名

(
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
) 

登
録
年
月
日
又
は
届
出
年
月
日
及
び
登
録
番
号
又
は
届
出

番
号

(
申
請
者
が
電
気
通
信
事
業
法
第

164
条

第
1
項
第

3
号

に
掲

げ
る

電
気

通
信

事
業

を
営
む
者
で
あ
る
と
き
は
、
記
載
を
要
し
な

い
。
) 

連
 
絡
 先

(連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
等
を
記
載
す
る
こ

あ
 
っ
 
せ
 
ん
 
申
 
請
 
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
委
員
長
 

殿
 

郵
便

番
号

 

(ふ
り
が
な
) 

住
 
 

所
 

(ふ
り
が
な
) 

氏
 

 
名

(
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
) 

登
録
年
月
日
又
は
届
出
年
月
日
及
び
登
録
番
号
又
は
届
出

番
号

(
申
請
者
が
電
気
通
信
事
業
法
第

164
条

第
1
項
第

3
号

に
掲

げ
る

電
気

通
信

事
業

を
営
む
者
で
あ
る
と
き
は
、
記
載
を
要
し
な

い
。
) 

連
絡

先
(連

絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
等
を
記
載
す
る
こ
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と
。
担
当
部
署
等
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
担

当
部
署
名
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
) 

と
。
担
当
部
署
等
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
担

当
部
署
名
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
) 

(協
定
又
は
契
約
(注

1))に
関
す
る
協
議
が
 

不
調

 

不
能

 
の
た
め
電
気
通
信
事
業
法
(関

連
条
項
(注

1)) 

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
あ
っ
せ
ん
を
申
請
し
ま
す
。
 

 

当
事

者
の

氏
名

(
法

人
に

あ

っ
て

は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏

名
)及

び
住
所
 

 

あ
っ
せ
ん
を
求
め
る
事
項
 

 

協
議
の
不
調
又
は
不
能
の
理
由
及

び
協
議
の
経
過
 

 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 

注
1
 
次
の
区
分
に
よ
り
、
該
当
す
る
協
定
又
は
契
約
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
関
連
条
項
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

協
 

定
 

又
 

は
 

契
 

約
 

関
 連

 条
 項

 

電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
関
す
る
協
定
 

第
15
4条

第
1項

 

電
気
通
信
設
備
又
は
電
気
通
信
設
備
設
置
用
工
作
物
の
共
用
に
関
す
る
協
定
 

第
15
6条

第
1項

に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第

154条
第
1
項
 

卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
 

第
15
6条

第
2項

に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第

154条
第
1
項
 

電
気
通
信
役
務
の
円
滑
な
提
供
の
確
保
の
た
め
に
そ
の
締
結
が
必
要
な
協
定

又
は
契
約
 

第
15
7条

第
1項

 

電
気
通
信
事
業
法
第

164
条
第

1
項
第

3
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
を
営
む

に
当
た
っ
て
利
用
す
べ
き
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
 

第
15
7条

の
2第

1項
 

認
定
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
 

第
15
7条

の
3第

1項
 

2 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
A
列
4番

と
す
る
こ
と
。
 

(協
定
又
は
契
約
(注

1))に
関
す
る
協
議
が
 

不
調

 

不
能

 
の
た
め
電
気
通
信
事
業
法
(関

連
条
項
(注

1)) 

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
あ
っ
せ
ん
を
申
請
し
ま
す
。
 

 

当
事

者
の

氏
名

(
法

人
に

あ

っ
て

は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏

名
)及

び
住
所
 

 

あ
っ
せ
ん
を
求
め
る
事
項
 

 

協
議
の
不
調
又
は
不
能
の
理
由
及

び
協
議
の
経
過
 

 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 

注
1
 
次
の
区
分
に
よ
り
、
該
当
す
る
協
定
又
は
契
約
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
関
連
条
項
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

協
 

定
 

又
 

は
 

契
 

約
 

関
 連

 条
 項

 

電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
関
す
る
協
定
 

第
15
4条

第
1項

 

電
気
通
信
設
備
又
は
電
気
通
信
設
備
設
置
用
工
作
物
の
共
用
に
関
す
る
協
定
 

第
15
6
条
第
1項

 

卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
 

第
15
6
条
第
2項

 

電
気
通
信
役
務
の
円
滑
な
提
供
の
確
保
の
た
め
に
そ
の
締
結
が
必
要
な
協
定

又
は
契
約
 

第
15
7
条
第
1項

 

電
気
通
信
事
業
法
第

164
条
第
1
項
第

3
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
を
営
む

に
当
た
っ
て
利
用
す
べ
き
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
 

第
15
7条

の
2第

1項
 

2 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
A
列
4番

と
す
る
こ
と
。
 

 

様
式
第
4(第

5
条
第
1項

関
係
) 

様
式
第
4(第

5
条
第
1項

関
係
) 

仲
 
 
裁
 
 
申
 
 
請

 
 
書
 

年
 

 
月
 
 
日
 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
委
員
長
 

殿
 

郵
便

番
号

 

(ふ
り
が
な
) 

住
 
 

所
 

(ふ
り
が
な
) 

氏
 

 
名

(
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
) 

登
録
年
月
日
又
は
届
出
年
月
日
及
び
登
録
番
号
又
は
届
出

仲
 
 
裁
 
 
申
 
 
請

 
 
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
委
員
長
 

殿
 

郵
便

番
号

 

(ふ
り
が
な
) 

住
 
 

所
 

(ふ
り
が
な
) 

氏
 

 
名

(
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
) 

登
録
年
月
日
又
は
届
出
年
月
日
及
び
登
録
番
号
又
は
届
出
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番
号

(
申
請
者
が
電
気
通
信
事
業
法
第

164
条

第
1
項
第

3
号

に
掲

げ
る

電
気

通
信

事
業

を
営
む
者
で
あ
る
と
き
は
、
記
載
を
要
し
な

い
。
) 

連
 
絡
 先

(連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
等
を
記
載
す
る
こ
と

。
担
当
部
署
等
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
担
当
部

署
名
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
) 

 

(協
定
又
は
契
約
(注

1))に
関
す
る
協
議
が
不
調
の
た
め
、
電
気
通
信
事
業
法
(関

連
条
項
(注

1)）
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
仲
裁
を
申
請
し
ま
す
。
 

 

当
事

者
の

氏
名

(
法

人
に

あ
っ

て
は
、
名
称
及
び

代
表
者
の
氏
名
)及

び
住
所
 

 

仲
裁
判
断
を
求
め
る
事
項
(注

2) 
 

協
議
の
不
調
の
理
由
及
び
協
議
の
経
過
 

 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 

注
1
 
次
の
区
分
に
よ
り
、
該
当
す
る
協
定
又
は
契
約
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
関
連
条
項
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

協
 
定
 又

 は
 
契
 約

 
関
 
連
 条

 項
 

電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
関
す
る
協
定
 

第
15
5条

第
1項

 

電
気
通
信
設
備
又
は
電
気
通
信
設
備
設
置
用
工
作
物
の
共
用
に
関
す
る
協
定
 

第
15
6条

第
1項

に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第

155条
第
1
項
 

卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
 

第
15
6条

第
2項

に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第

155条
第
1
項
 

電
気
通
信
役
務
の
円
滑
な
提
供
の
確
保
の
た
め
に
そ
の
締
結
が
必
要
な
協
定

又
は
契
約
 

第
15
7条

第
3項

 

電
気
通
信
事
業
法
第

164
条
第

1
項
第

3
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
を
営
む

に
当
た
っ
て
利
用
す
べ
き
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
 

第
15
7条

の
2第

3項
 

認
定
鉄
塔
等
提
供
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
 

第
15
7条

の
3第

3項
 

2
 
協
議
の
相
手
で
あ
る
当
事
者
が
当
該
協
議
に
関
し
て
既
に
仲
裁
の
申
請
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
旨
の
通
知
が
電

気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
か
ら
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
協
議
の
相
手
で
あ
る
当
事
者
の
仲
裁
判
断
を
求
め
る
事

項
に
対
す
る
答
弁
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

3 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
A
列
4番

と
す
る
こ
と
。
 

番
号

(
申
請
者
が
電
気
通
信
事
業
法
第

164
条

第
1
項
第

3
号

に
掲

げ
る

電
気

通
信

事
業

を
営
む
者
で
あ
る
と
き
は
、
記
載
を
要
し
な

い
。
) 

連
 絡

 
先
(連

絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
等
を
記
載
す
る
こ
と

。
担
当
部
署
等
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
担
当
部

署
名
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
) 

 

(協
定
又
は
契
約
(注

1))に
関
す
る
協
議
が
不
調
の
た
め
、
電
気
通
信
事
業
法
(関

連
条
項
(注

1))の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
仲
裁
を
申
請
し
ま
す
。
 

 当
事

者
の

氏
名

(
法

人
に

あ
っ

て
は
、
名
称
及
び

代
表
者
の
氏
名
)及

び
住
所
 

 

仲
裁
判
断
を
求
め
る
事
項
(注

2) 
 

協
議
の
不
調
の
理
由
及
び
協
議
の
経
過
 

 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 

注
1
 
次
の
区
分
に
よ
り
、
該
当
す
る
協
定
又
は
契
約
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
関
連
条
項
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

協
 
定
 又

 は
 
契
 約

 
関
 
連
 条

 項
 

電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
関
す
る
協
定
 

第
15
5条

第
1項

 

電
気
通
信
設
備
又
は
電
気
通
信
設
備
設
置
用
工
作
物
の
共
用
に
関
す
る
協
定
 

第
15
6条

第
1項

 

卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
 

第
15
6条

第
2項

 

電
気
通
信
役
務
の
円
滑
な
提
供
の
確
保
の
た
め
に
そ
の
締
結
が
必
要
な
協
定

又
は
契
約
 

第
15
7条

第
3項

 

電
気
通
信
事
業
法
第

164
条
第

1
項
第

3
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
を
営
む
に

当
た
っ
て
利
用
す
べ
き
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
 

第
15
7条

の
2第

3項
 

2 
協
議
の
相
手
で
あ
る
当
事
者
が
当
該
協
議
に
関
し
て
既
に
仲
裁
の
申
請
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
旨
の
通
知
が
電

気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
か
ら
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
協
議
の
相
手
で
あ
る
当
事
者
の
仲
裁
判
断
を
求
め
る

事
項
に
対
す
る
答
弁
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

3 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
A
列
4番

と
す
る
こ
と
。
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
の
日
（
令
和
八
年
○
月
○
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案
（鉄塔等提供事業に対する認定制度の創設に伴う規定の整備）

令 和 ８ 年 ４ 月 ９ 日
総務省総合通信基盤局
電 気 通 信 事 業 部
事 業 政 策 課
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鉄塔等提供事業の認定制度の創設に伴う規定の整備について

＜主な内容＞

 総務省は、令和7年5月に、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律
第46号。以下「令和７年改正法」という。）により、電気通信事業法（昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。）を改正し、
認定を受けた鉄塔等提供事業（鉄塔等の貸出しを行うインフラシェアリング事業）に対して、適正・公平な利用条件を確保した上
で公益事業特権を付与する新たな制度の創設を行った。

 令和7年改正法の施行に向けた規定の整備のため、主に以下の内容について、電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第
25号。以下「施行規則」という。）等の一部改正を行うものである。

1

1. 認定の対象となる「鉄塔等」の範囲
認定の対象となる「鉄塔等」は、多彩なインフラシェアリングの形態に対応可能な制度となるよう、電気通信事業者自ら設置する場合に公益事業特権が

認められている「線路」のうち、アンテナ・ケーブル以外の工作物を対象として規定する。
2. 鉄塔等提供事業に対する認定の申請等に係る規定の整備

鉄塔等提供事業者への認定の付与にあたっては、電気通信事業者が自ら設置・管理する鉄塔等と同水準の管理体制を担保することとし、①鉄塔等提
供事業を的確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること、②鉄塔等提供事業の計画が確実かつ合理的であること、③認定鉄塔等提供
事業者の鉄塔等が回線設置電気通信事業者の回線設置電気通信事業の用に供されること、④鉄塔等提供業務の適正かつ確実な実施を確保するため
に十分なものであること等の要件を審査する。
 これらの要件を審査するための鉄塔等提供業務規程を含む申請書類を規定するほか、鉄塔等提供事業の認定・変更認定・承継等に係る手続を規定
する。この際、鉄塔等提供事業の業務区域は、電気通信事業者の「端末系伝送路設備」の単位区域と同様、市区町村単位とする。

３．鉄塔等提供事業の開始義務、休廃止に係る規定の整備
認定鉄塔等提供事業者に対する事業の開始の義務や、事業の休止及び廃止に係る事前届出義務に対応する、各義務の届出手続等を規定する。

４．土地の使用に係る協議、あっせん・仲裁、裁定に係る規定の整備
土地の使用に係る協議・裁定の規定に加え、回線設置電気通信事業者が鉄塔等の使用に関する契約の締結を申し入れたにも関わらず協議に応じな

いとき等のあっせん・仲裁、裁定の規定に対応するため、所要の手続規定の整備を行う。
５．事故報告義務に係る規定の整備

 総務大臣への報告を求める鉄塔等提供業務の重大な事故として、認定鉄塔等提供業務に係る鉄塔等の損壊等に起因して電気通信業務の重大な
事故（事業法第28条第1項第２号ハ）を生じさせたものを規定する。

※ 諮問事項
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「公益事業特権」の内容

○ 線路等を設置するため、事業法上、以下のような特権を付与される。
・ 他人の土地等の使用権の簡易な手続による設定（第128条）

・ 土地の所有者等との協議が不調又は不能の場合、総務大臣に対する裁定申請（第129条）

・ 線路に関する工事等のため、他人の土地等の一時的使用（第133条）

・ 線路に関する測量及び実地調査等のため、他人の土地への立入り及び通行（第134条、第135条）

・ 植物が線路に障害を及ぼす場合の植物の伐採（第136条） 等

○ 他の法令の規定による公益事業特権も利用可能となる。
・ 線路等に係る工事の実施のための道路への駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令）
・ 電気通信線路及びその付属設備の行政財産である土地への地上権の設定（国有財産法施行令、地方自治法施行令等） 等

【参考】公益事業特権制度の概要

 電気通信事業法では、認定電気通信事業者が線路（鉄塔・電柱、ケーブル、アンテナ等）を設置等する際に、土地等の使用
に関する特権（公益事業特権）を付与している。

 公益事業特権の付与により、土地所有者との簡易な手続き（個々の権利者との間で発生する煩雑な手続きに代わる電気通信
事業法上の簡易な手続き）による調整や、土地所有者との協議が不調の場合に総務大臣の裁定申請を行うことが可能となる。

2
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鉄塔等提供事業の認定制度の全体概要

認定申請 事業休廃止認定 承継事業開始
申請者

（鉄塔等提供事業者）

回線設置電気
通信事業者Ａ

回線設置電気
通信事業者Ｂ

基本
契約

個別
契約

基本
契約

個別
契約

役務提供
開始

役務提供
開始

• 氏名
• 業務区域
• 鉄塔等の種類
• 役務提供の相手方の
氏名 等

• 事業計画書
• 役務提供の相手方と
の契約書 等

公益事業特権を行使可能

役務提供義務（応諾義務）
認定申請時に役務提供の相手
方として記載した者以外の者から
役務提供に係る申入れがあった
場合に役務提供を拒んではなら
ないとする義務

事業開始義務 事前届出 認可
認定に係る鉄塔等提
供事業を総務大臣の
指定する期間内に開
始しなければならないと
する義務

事故報告義務
業務規程の変更・遵守命令

添付書類

申請書

• 業務区域の変更
• 鉄塔等の種類の変更
• 役務提供の相手方の氏名の変更

変更認定業務規程

あっせん・仲裁、裁定

• 業務の実施体制・実施方法
• 役務の提供条件

認定の対象となる「鉄塔等」：鉄塔、木柱、コンクリート柱、鉄柱、支線又は支柱、線路用保護用柱、支線柱、標柱又は標石、ハンドホール又はマンホー
ル、管路、とう道、その他の工作物

3
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１．認定の対象となる「鉄塔等」の範囲

【改正後の事業法の規定】
 認定の対象となる「鉄塔等」として、「電気通信事業の用に供する線路を設置するための鉄塔その他の総務省令で定める工作物」を規定
（第143条の２第１項）。

【施行規則の改正事項】
 第54条の２：電気通信事業者自ら設置する場合に公益事業特権が認められている「線路」のうち、アンテナ・ケーブル以外の工作物を
対象とし、鉄塔、木柱、コンクリート柱、鉄柱、支線又は支柱、線路用保護用柱、支線柱、標柱又は標石、ハンドホール又はマンホール、
管路、とう道、その他の工作物を規定。

鉄塔

マンホール

とう道 管路 電柱

中継系
伝送路設備

端末系
伝送路設備

電気通信事業者の設備

アンテナ

ケーブル

鉄塔等提供事業者の
「鉄塔等」

１．認定の対象となる「鉄塔等」の範囲
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2．鉄塔等提供事業に対する認定の申請等に係る規定の整備

【改正後の事業法の規定】
 鉄塔等を回線設置電気通信事業者の回線設置電気通信事業の用に供する事業（鉄塔等提供事業）に対する総務大臣の認定制
度を新設した（第143条の２）。

 鉄塔等提供事業者は、認定の申請にあたり、申請書に加え、鉄塔等提供役務を提供する業務（鉄塔等提供業務）の実施体制・実
施方法や鉄塔等提供役務に関する料金その他の提供条件を含む鉄塔等提供業務規程を提出することとされている。総務省は、認定
の審査にあたり、認定鉄塔等提供事業者が鉄塔等提供事業を遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力の十分性、事業計画の
確実性・合理性、回線設置電気通信事業者による鉄塔等の利用の確実性、鉄塔等提供事業の適正性等を確認することとされている
（第143条の４）。

【施行規則の改正事項】
認定の申請書等について、主に次の内容を規定する。

 申請書等（第54条の３第１項-第４項）：
・ 申請書の記載事項として、申請者の連絡先、業務区域（市区町村単位）
・ 事業計画書に添付する書類として、認定電気通信事業者の例に倣った書類（事業収支見積書等）

 業務規程（第54条の３第５項及び第６項）：
・ 実施体制として、経営の責任者・各部門の責任者等の職務に関することや、組織内の連携体制の確保、組織外の関係者との連携
及び責任分担に関すること

・ 実施方法として、鉄塔等の管理に係る業務方針、役務の需要等を考慮した鉄塔等の業務方針、災害を考慮した業務方針、情報セ
キュリティ対策・防犯対策、役務の確実・安定的な提供確保のための取組、設計・工事・維持・運用に関すること、事故・災害時の措
置・周知等や再発防止に関すること

・ 料金その他の提供条件に関する事項として、料金の公正な算定方法・方針、提供の相手方の責任・設備の制約に関すること
 軽微な変更（第54条の７）：軽微な変更（事後届出）に該当するものとして、業務区域の変更、鉄塔等の種類の変更、提供の相
手方の変更、特定地域における臨時的な変更

 変更の認定（第54条の８）：変更の認定に係る申請書の添付書類等の書類
 承継の認可申請等（第54条の12）：認定電気通信事業者の例に倣った申請に必要な書類

２．鉄塔等提供事業に対する認定の申請等に係る規程の整備
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3．鉄塔等提供事業の開始義務、休廃止に係る規定の整備

【改正後の事業法の規定】
 認定鉄塔等提供事業者に対して、認定に係る鉄塔等提供事業の開始を義務付けている（第143条の５）。
 鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業の全部又は一部を休止しようとする際は事前に総務大臣に届け出ることとされており、
休止の期間は１年を超えてはならないとされている（第143条の８）。

 認定鉄塔等提供事業の全部又は一部を廃止しようとする時は総務省令で定める日数前までの総務大臣への事前届出を義務付け
ている（第143条の９）。

【施行規則の改正事項】
 業務開始の届出（第54条の６）及び業務開始の指定期間の延長（第54条の５）を規定。
 事業の休止の届出（第54条の13）：休止の30日前までの事前届出を規定。
 事業の廃止の届出（第54条の14）：廃止の30日前までの事前届出を規定。

①休止
365日を超えない日まで（法定事項）

事業休止 事業再開休止届出

②廃止

・全ての契約の相手方との契約を
終了しようとするときを含む。

30日前まで

廃止届出 事業廃止

30日前まで

※諮問事項

※諮問事項

３．鉄塔等提供事業の開始義務、休廃止に係る規程の整備
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4．その他

【改正後の事業法の規定】
 認定を受けた鉄塔等提供事業者には、土地等の使用権をはじめとする公益事業特権が付与され、土地の使用に係る協議が調わな
い場合に裁定の申請を可能としている（第143条の15）。

 回線設置電気通信事業者が認定鉄塔等提供事業者に対し認定鉄塔等提供役務の提供に関する契約の締結を申し入れたにもか
かわらず、当該認定鉄塔等提供事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合において、総務大臣に対する協議開
始又は再開の申立て、総務大臣の裁定の申請を可能としている（第143条の13第５項及び第６項）。左記に加えて、電気通信
紛争処理委員会へのあっせん・仲裁の申請も可能としている（第157条の３）。

【施行規則等の改正事項】
 土地使用に係る協議に関する手続規定の整備として主に以下を規定する。
・ 土地等の使用の認可の申請（第54条の18）
・ 土地等の使用の裁定の申請（第54条の20）
・ 土地等の一時使用等の許可の申請（第54条の21）
 裁定、あっせん・仲裁に関する手続規程の整備として以下を規定する。
① 電気通信事業法施行規則
・ 認定鉄塔等提供役務の提供に係る申し立て（第54条の15）
・ 認定鉄塔等提供役務の提供に係る裁定の申請（第54条の16）
② 電気通信紛争処理委員会規則（平成13年総務省令第155号）
・ 電気通信紛争処理委員会に対する仲裁の申請（第４条第１項及び第６条）
・ あっせんの申請（第５条第１項及び第６条）

【改正後の事業法の規定】
 認定鉄塔等提供事業者に対して、総務省令で生じた重大な事故が生じた場合の総務大臣への報告義務を設けている（第143条
の14）。

【施行規則の改正事項】
 事故の報告（第54条の17）：認定鉄塔等提供事業者に求める重大な事故の報告として、認定鉄塔等提供事業に係る鉄塔等
の損壊その他の事由に起因して、電気通信事故のうち重大な事故（第58条第２項第１号に該当する事故）を生じさせたものと規定
する。

４．土地の使用に係る協議、あっせん・仲裁、裁定に係る規程の整備

５．事故報告義務に係る規定の整備
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